
 

 

 

太子町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和 8 年 6 月 24 日 

 

太子町教育委員会教育長 糸 井 香 代 子   

 

 

教育委員会規則第 5 号 

 

 

   太子町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 太子町教育委員会行政組織規則（平成 4 年教育委員会規則第 1 号）の一部を次

のように改正する。 

 第 9 条第 4 号中 

「・ 文化財の調査、発掘に関すること。 

・ 歴史資料館に関すること。    」を 

「・ 文化財の調査、発掘に関すること。 

 ・ 文化財調査事務所に関すること。 

 ・ 歴史資料館に関すること。    」に改める。 

 第 11 条の表中 

「 

体育館 社会教育課 

南総合センター  

                           」を 

「 

体育館 社会教育課 

南総合センター  

文化財調査事務所  

                           」に改める。 

 第 18 条の表中 

「 

南総合センター 所長 

                           」を 

「 

南総合センター 所長 



 

 

 

文化財調査事務所 ― 

                           」に改める。 

附 則 

この規則は、令和 8 年 8 月 1 日から施行する。 

 


